
按児の保護者の皆様षڱعگ

10াऊै、保育મが無償化されます

〇 保育所の給食の౫મにऊऊॊ費৷（給食費）については、ঽ挭で育てをষ
अৃ়ु様にऊऊる費৷です。このため、保育所ಉをਹ৷する保護者ु、ঽ
ैঽ挭で育てをষअ保護者と様に、जの費৷を負担することが原則となり
ますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。

（ถはഫએをご༮ください。）

〇 2019ফ10াऊै、ڱعگ按のお様については保育મが無償化されるため、
市町村にお支払いいただく必要がなくなります。
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問い合わせ先：小千谷市社会福祉課子育て支援係
TEL：０２５８－８３－３５１７
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ع無償化後（2019ফ10াਰఋ）ع ੨षの保育મの支
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〇 現、ڱعگ按児の給食費ীは、
・主食（お米など）分については直接、
・副食（おऊङ）分については（保育મのとखて）੨をৢगて、

保育所にお支払い、または現物を持参していただいております。
〇 今般、幼児教育・保育は無償化されますが、給食費については引き続き保護
者の皆様にご負担いただくことが原則です。ただし、無償化に伴い、今後は、
主食分と副食分の給食費をまとめて保育所にお支払いいただくことになります
のद、ご৶ੰ・ごੈৡのऺどおൢいいたखます。


